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地方独立行政法人徳島県鳴門病院

理事長 武 田 吉 弘 殿

徳島県個人情報保護審査会

会 長 上 原 克 之

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

平成２６年１月６日付け地徳鳴病発第１３７号で諮問のありましたこのこと

について，下記のとおり答申します。

記

オンライン結合による個人情報の提供制限の例外に関する事項（条例第８条

第２項第３号関係）について

諮問された事項については，公益上の必要性があり，かつ，オンライン結合

の基準に則し個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられている

ことが認められます。



オンライン結合による提供制限の例外に関する事項（条例第８条第２項第３号関係）

（特定のものに対する提供）

番号 システム等の名称 提供する個人情報 提供先 オンライン結合による提供

の対象者の範囲 制限の例外を認める理由

１ 徳島県鳴門病院地 地方独立行政法人 ネットワー ○県北部において県民に提供する医療

域医療連携システ 徳島県鳴門病院の ク参加医療 の質の向上と地域完結型医療の提供

ム 患者 機関 体制を構築するためには、県北部の

医療機関が、検査内容・処方・画像

などの診療情報を迅速かつ円滑に共

有できるようにするため、オンライ

ンの利用が必要である。

○提供する診療情報は、医療に必要な

範囲に限定されている。

○診療情報の提供は、地方独立行政法

人徳島県鳴門病院の医師又は医師の

指示を受けた職員が行うこととされ

ており、システムの利用者ごとに

ＩＤ、パスワードを設定し、データ

へのアクセス権限を制限するなどの

保護措置が講じられることとなって

いる。

○提供先は、ネットワーク参加医療機

関に限定され、診療情報の閲覧は医

師が行うこととされており、システ

ムの利用者ごとにＩＤ、パスワード

を設定し、データへのアクセス権限

を制限するなどの保護措置が講じら

れることとなっている。

○提供するデータの暗号化等により、

データの漏えい、改ざん防止措置が

講じられるほか、提供先において、

規則等の整備により、職員の目的外

利用・提供を禁止する措置が講じら

れている。
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